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 調 布 市 物 品 買 入 れ 等 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 事 業 所 調 査 実 施 基 準  

 

（ 目 的 ）   

第 １ 条  こ の 基 準 は ，調 布 市 物 品 買 入 れ 等 競 争 入 札 参 加 資 格 を 有 す る も の に つ

い て ， 市 内 業 者 及 び 準 市 内 業 者 の 事 業 所 の 区 分 を 明 確 に す る こ と に よ り ，

入 札 の 公 平 性 及 び 客 観 性 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 市 内 業 者 ・ 準 市 内 業 者 ）   

第 ２ 条  こ の 基 準 に お い て ，次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は ，当 該 各 号 に 定 め

る と こ ろ に よ る 。  

( 1 )  市 内 業 者  調 布 市 内 に 本 店 を 有 し ， か つ ， 調 布 市 物 品 買 入 れ 等 競 争 入  

札 参 加 資 格 登 録 （ 以 下 「 資 格 登 録 」 と い う 。 ） を 当 該 事 業 所 で し て い る

も の を い う 。  

( 2 )  準 市 内 業 者  調 布 市 内 に 支 店 ， 営 業 所 （ 以 下 「 支 店 等 」 と い う 。 ） を  

有 し ， か つ ， 資 格 登 録 を 当 該 事 業 所 で し て い る も の を い う 。  

（ 要 件 ）  

第 ３ 条  市 内 業 者 及 び 準 市 内 業 者 は ，本 店 又 は 支 店 等 に お い て ，常 時 契 約 を 締

結 す る 事 業 所 と し て ， 契 約 の 見 積 り ， 入 札 ， 契 約 締 結 等 の 実 体 的 な 行 為 を

行 う も の と す る 。   

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か ， 市 は 次 に 掲 げ る 事 項 を 確 認 す る も の と す る 。   

( 1 )  事 務 等 を 執 り 行 え る 事 業 所 と し て 以 下 の 形 態 を 整 え て い る こ と 。  

ア  事 務 用 什 器 （ 机 ， 椅 子 等 ） が 配 置 さ れ て い る 。  

イ  事 務 用 機 器 （ 電 話 ・ フ ァ ク ス 等 の 通 信 機 器 ， 共 同 運 営 電 子 調 達 サ

ー ビ ス を 利 用 す る た め に 必 要 な 電 子 機 器 等 ） が 具 備 さ れ て い る 。  

ウ  社 名 が わ か る 看 板 や 表 札 が 表 示 さ れ て い る 。  

( 2 )  営 業 活 動 を 行 い 得 る と 認 め ら れ る 人 的 配 置 が な さ れ て い て ， か つ 当 該  

事 業 所 の 責 任 者 が 存 在 し 不 在 が 頻 繁 で な い と 認 め ら れ る こ と 。  

( 3 )  原 則 転 送 電 話 に な っ て お ら ず ， 常 時 連 絡 が 取 れ る 体 制 で あ る こ と 。  

( 4 )  市 に 納 付 す べ き 法 人 市 民 税 又 は 市 民 税 を 滞 納 し て い な い こ と 。  
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( 5 )  事 業 所 の 占 有 状 況 に つ い て ， 建 物 の 使 用 目 的 が 事 業 所 等 と し て 適 切 で  

あ る こ と 。  

（ 提 出 書 類 ）   

第 ４ 条  事 業 者 は ， 次 に 掲 げ る 書 類 を 市 の 指 定 す る 期 日 ま で に 提 出 す る 。  

( 1 )  調 布 市 内 事 業 所 調 査 票 （ 別 記 様 式 ）  

( 2 )  物 品 買 入 れ 等 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 受 付 票 （ 写 ）  

( 3 )  法 人 市 民 税 納 税 証 明 書 （ 法 人 の 場 合 で ， 調 布 市 に 本 店 又 は 支 店 を 開 設  

後 ， 確 定 し て い る 決 算 が な い と き は ， 調 布 市 に 提 出 し た 法 人 設 立 ・ 設 置

届 出 書 又 は 異 動 届 出 書 ） （ 写 ）  

( 4 )  市 民 税 納 税 証 明 書 （ 個 人 事 業 主 の 場 合 。 非 課 税 の と き は ， 非 課 税 証 明  

書 ） （ 写 ）  

( 5 )  建 物 の 登 記 事 項 証 明 書 （ 写 ） 又 は 固 定 資 産 課 税 台 帳 登 録 証 明 書 （ 写 ）  

（ 自 社 所 有 の 場 合 ）  

( 6 )  不 動 産 賃 貸 借 契 約 書 （ 写 ） （ 賃 貸 物 件 で あ る 場 合 ）  

( 7 )  そ の 他 ， 市 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 実 態 調 査 ）   

第 ５ 条  市 は 要 件 を 確 認 す る た め ，必 要 に 応 じ て 本 店 又 は 支 店 等 の 現 地 調 査 等

を 行 う 。   

（ 通 知 ）  

第 ６ 条  市 は 第 ４ 条 及 び 第 ５ 条 に よ り ，第 ３ 条 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す こ と を 総

合 的 に 確 認 し た と き は ， そ の 旨 を 通 知 す る 。   

（ 改 善 指 示 ）   

第 ７ 条  第 ４ 条 及 び 第 ５ 条 に よ り ，第 ３ 条 に 掲 げ る 要 件 を 満 た さ な い こ と が 判

明 し と き は ， 書 面 に よ り 改 善 指 示 を 行 う 。   

２  前 項 に よ り 改 善 指 示 を 受 け た 事 業 者 は ，改 善 を 行 っ た と き に そ の 内 容 を 書

面 に よ り 市 に 報 告 す る 。   

３  市 は 前 項 の 報 告 書 を 受 け た と き は ，必 要 に 応 じ て 第 ５ 条 に よ る 実 態 調 査 を

行 う 。   

（ 通 知 後 の 改 善 指 示 ）  
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第 ８ 条  第 ６ 条 に よ る 通 知 後 ， 要 件 を 満 た さ な い こ と が 判 明 し た と き は ， 第

７ 条 に よ る 改 善 指 示 を 行 う 。  

２  前 項 の 改 善 指 示 を 行 っ た 後 ，市 の 指 定 す る 期 日 ま で に 要 件 を 満 た す こ と が

確 認 さ れ な か っ た と き は ， 第 ７ 条 第 ２ 項 に か か わ ら ず ， 事 業 者 は 第 ４ 条 に

掲 げ る 書 類 を 市 に 提 出 す る 。  

 

 

  附  則  

１  こ の 改 正 は ， 平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 改 正 後 の 調 布 市 物 品 買 入 れ 等 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 事 業 所 調 査 実 施

基 準 に よ る 確 認 結 果 に 基 づ く 契 約 手 続 き は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 契

約 を 締 結 す る 案 件 に 適 用 す る 。  


